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ニュ
ース 辻村哲弥教育長退任

教育に42年尽力した
辻村哲弥教育長が勇退

くちのちは、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大を防止するため、当面の間休館を延長します。

開館状況は、公式HPで確認できます。

下田川ライオンズが黄色い帽子を贈呈

交通安全の願い託す
黄色い帽子を新入生へ
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選挙見守る管理委員会
新体制で活動を開始

教育委員会の辻村哲弥教育長が、４月19日
に退任されました。約半世紀もの間、身を粉

にして職務を全うしてきた辻村教育長。退任式には、
多くの関係者が集まり、長年の労をねぎらいました。

町

福智町選挙管理委員会の改選

「図書館・歴史資料館ふくちのち」が休館延長

感染症拡大防止目指し
当面の間休館を延長

問福智町教育委員会 学校教育課　☎ 22-1192

問福智町教育委員会　☎ 22-1192

問福智町図書館・歴史資料館ふくちのち ☎ 28-2855

問福智町選挙管理委員会　☎ 22-0555
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田川ライオンズが３月26日に福智町教育委員
会を訪問し、小学校に入学したばかりの新一

年生の交通安全を願った「黄色い帽子」を贈呈しま
した。安全な登校を見守る地域の人や新入生自身も
心待ちにしている交通安全の帽子。交通事故防止
への願いがたくさん込められたこの帽子は、各校の
入学式の日に新入生420人の元に届けられました。

方自治法に基づき設置されている福智町選
挙管理委員会は林勝馬前委員長の退職に伴

い、４月１日付けで中村龍二委員が委員長、加藤髙
弘委員が副委員長に補充員の松村幸夫さんが委員
に就任しました。令和４年４月19日までの間、この
新体制で適切な選挙遂行のための職務を行います。
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学習環境支えるボール
町テニス連盟が寄贈

福智町テニス連盟がボールを寄贈

問福智町教育委員会 学校教育課　☎ 22-1192
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智町テニス連盟が練習や試合で消耗し、使え
なくなったテニスボール約400個を3月25日

に福智町教育委員会へ寄贈しました。例年、各学校
に直接寄贈していましたが、効率よく分配するため、
今年からまとめて教育委員会へ寄贈を開始。各学校
に分配されたボールは、机のイスや脚に装着し、床
を保護するクッションとして活用される予定です。

福

ニュ
ース 太田里紅さんが西日本新聞社賞受賞

母とのおいしい記憶で
西日本新聞社賞獲得

問赤池中学校  ☎28-2117

弁当に関する体験談を募集した「お弁当×お
いしい記憶」に応募された作文624点の中か

ら、太田里紅さん（赤池中３年生）の「きっかけはお弁
当」が西日本新聞社賞を受賞。「お弁当調理前夜の母
との口論から翌日の仲直りまでの思い出が評価され、
とてもうれしい」と賞状を手に頬を緩ませていました。
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↓左から加藤髙弘副委員長、中村龍二委員長、松村幸夫委員、半田陽子委員。

教育長退任に当たって
　この度、４月19日をもちまして教育長を退任しました。町
に奉職以来42年の長きにわたり、行政に携わらせていただ
きましたことは、ひとえに皆様をはじめ関係各位の格別なご指
導とご厚情の賜物と深く感謝し心よりお礼を申し上げます。
　次代を担う子どもたちが、複雑で予測することの難
しい社会の中でも一人ひとりが輝いて生き抜く力が身
につく教育と全ての町民が笑顔で活き生き学び楽しく
暮らすことのできる教育の更なる進展を願っています。
　これからは、皆様から頂いたご厚志を大切に、地域活
動を通じ意義ある人生にしたいと考えています。結びに、
町民の皆様のご健勝と限りないご多幸を心よりご祈念申し
上げ退任のご挨拶と致します。
　長い間、ありがとうございました。

福智町教育委員会前教育長 辻村哲弥
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お知
らせ 生活福祉資金貸付制度

問福智町社会福祉協議会　☎ 22-6631

社会福祉協議会では生活福祉資金貸付制度
を実施しています。具体的な内容等詳しくは

福智町社会福祉協議会までお問い合わせください。
県

県社会福祉協議会が
一時的資金を緊急貸付

▶対象：コロナウイルスの影響を受け、休業や収
　入減少により、生計維持の貸付が必要な世帯
▶貸付限：原則10万円／▶据置期間：１年以内
▶償還期限：2年以内（無利子・保証人不要）

主に休業された方向け（緊急小口資金）

▶対象：コロナウイルスの影響を受け、収入減少
　や失業で生活維持が困難となっている世帯
▶貸付上限：20万円以内（貸付期間は３か月以内）
▶据置期間：１年以内（無利子・保証人不要）
▶償還期限：10年以内（生活困窮者に対する相談
　窓口による継続的な支援を受けることが要件）

主に失業された方向等け（総合支援資金）

お知
らせ

が新型コロナウイルス感染症により売上減少
等の影響を受けている中小企業者の資金繰り

を支援するため「セーフティネット保証4号（突発的
災害）」を発動しています。信用保証協会が一般の保
証限度額とは別枠で100％保証を行います。

▶対象：売上高が 20％以上減少している事業者
▶手続き：町内事業者は町の認定が必要ですので
　申請をお願いします。町の認定書を希望の金融機
　関または最寄りの信用保証協会に持参し、保証付
　き融資をお申し込みください。
▶申請受付：役場まちづくり総合政策課（本庁2階）
▶受付時間：8時30分～17時15分（土日　 除く） 
※ ご利用には別途、金融機関、保証協会による審
　 査があります。その他「セーフティネット保証5号」
　 「危機関連保証」も発動されています。
問 中小企業金融・給付金相談窓口 ☎0570-783183

国

中小企業者を支援する
セーフティネット保証

セーフティネット保証4号発動

問まちづくり総合政策課 地域振興係　☎ 22-7766

祝


